
二次性骨折予防継続管理料

大腿骨近位部骨折後の新たな骨折リスクは、
一般人口群に比べて非常に高い

新設加算

今回、外来における大腿骨近位部骨折の（術後の）
患者に対する二次性骨折予防への取り組みに対して

加算が新設 されました

生命予後に直結する大腿骨近位部骨折の
初回骨折を防ぐのはもちろんのこと
大腿骨近位部骨折後の患者さんが、
二次性骨折（再骨折）を起こさないように
 外来にて予防管理  を行うことが重要です

図表：二次性骨折（再骨折）リスクについて
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大腿骨近位部骨折患者への
二次性骨折予防継続管理料には、

　　　　　　　　 をご活用ください骨代謝マーカー
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検査要項

161※
（生化Ⅱ）

骨型アルカリフォスファターゼ
（BAP）

検査項目名

血清　0.3mL

検体量 実施料
判断料保存方法

CLEIA

検査方法

凍結
M 3.7～20.9
F 2.9～14.5（閉経前）
3.8～22.6（閉経後）

基準値（μg/L）

※骨型アルカリホスファターゼ（BAP）、インタクトⅠ型プロコラーゲン-N-プロペプチド（Intact PⅠNP）、ALPアイソザイム（PAG電気泳動法）
　及びⅠ型プロコラーゲン-N-プロペプチド（total PⅠNP）のうち2項目以上を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
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大腿骨近位部骨折の患者に対して、関係学会の
ガイドラインに沿って継続的に骨粗鬆症の評価を
行い、必要な治療等を実施した場合に二次性骨
折予防継続管理料として、以下、イ～ハの条件
に応じて500～1,000点が加算される
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